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９　リスクの見積り

(1) 事業者は、リスク低減の優先度を決定す

るため、次に掲げる方法等により、危険性

又は有害性により発生するおそれのある負

傷又は疾病の重篤度及びそれらの発生の可

能性の度合をそれぞれ考慮して、リスクを

見積もるものとする。ただし、化学物質等

による疾病については、化学物質等の有害

性の度合及びばく露の量をそれぞれ考慮し

て見積もることができる。

ア　負傷又は疾病の重篤度とそれらが発生

する可能性の度合を相対的に尺度化し、

それらを縦軸と横軸とし、あらかじめ重

篤度及び可能性の度合に応じてリスクが

割り付けられた表を使用してリスクを見

積もる方法

イ　負傷又は疾病の発生する可能性とその

重篤度を一定の尺度によりそれぞれ数値

化し、それらを加算又は乗算等してリス

クを見積もる方法

９　リスクの見積りの方法について

(1) 指針の９はリスクの見積りの方法等につ

いて規定したものであるが、その実施にあ

たっては、次に掲げる事項に留意すること。

ア　指針の９は、リスク見積りの方法、留

意事項等について規定したものであるこ

と。

イ　指針の９のリスクの見積りは、優先度

を定めるために行うものであるので、必

ずしも数値化する必要はなく、相対的な

分類でも差し支えないこと。

ウ　指針の９(1) の「負傷又は疾病」には、

それらによる死亡も含まれること。また、

「危険性又は有害性により労働者に生ず

るおそれのある負傷又は疾病」は、ISO

等においては「危害」（harm）、「負傷又

は疾病の程度」とは、「危害のひどさ」

（severity of harm）等の用語で表現さ

れているものであること。

エ　指針の９(1) アからウまでに掲げる方

法は、代表的な手法の例であり、(1) の

柱書きに定める事項を満たしている限

り、他の手法によっても差し支えないこ

と。

オ　指針の９(1) アで定める手法は、負傷

又は疾病の重篤度と可能性の度合をそれ

ぞれ横軸と縦軸とした表（行列：マトリ

クス）に、あらかじめ重篤度と可能性の

度合に応じたリスクを割り付けておき、

見積対象となる負傷又は疾病の重篤度に

該当する列を選び、次に発生の可能性の

度合に該当する行を選ぶことにより、リ

スクを見積もる方法であること。（別添

４の例１に記載例を示す。）

カ　指針の９(1) イで定める手法は、負傷

又は疾病の発生する可能性の度合とその

重篤度を一定の尺度によりそれぞれ数値

化し、それらを数値演算（かけ算、足し


